
民生委員・児童委員・主任児童委員とは
「民生委員」は「児童委員」も兼任しているので、「民生委員・児童委員」という呼び方が正式です。
生活に困っている人、子育て中の人、高齢者や障害のある人が地域で安心して暮らせるように支援
するボランティアです。「主任児童委員」は特定の地域を持たずに、子どもや子育てに関する支援
を専門に行います。

民生委員の役割
民生委員は地域の皆さんの様々な相談にのります。
相談いただいた問題を解決するために、関係機関につないでいくのが民生委員の役割です。これまで
に皆さんから寄せられた相談は、以下のようなものがあります。同じ問題を抱えている方は、民生委
員にご相談ください。

民生委員の活動
民生委員・児童委員、主任児童委員は 3 年任期（再任可能）です。地域住民の一員であり、地域
の実情をよく知り、福祉活動やボランティア活動に理解と熱意のある方が活動しています。地域の
皆さんから寄せられた相談や民生委員活動の中で知り得た秘密を守ることは法律上義務づけられて
おり、秘密が他者に知られることはありません。民生委員は皆さんの相談を受けて、関係機関につ
ないでいく「つなぎ役」の他に、独居の方や高齢の方などの見守りや声かけ、子育て家庭への支援
など、主に各地域で活動をしています。

〇�失業や生活困窮
による生活上の
相談

〇�高 齢 者 介 護・ 認
知 症、 高 齢 者 独
居、 そ の 他 高 齢
者の諸問題

〇�障害のある方や
家族及び近隣住
民の相談諸問題

〇�家 庭 内 Ｄ Ｖ・ 児
童 虐 待、 登 校 拒
否・いじめ、母子・
父子家庭の問題

　　　　地域の民生委員がわからないなどの際は、ご相談ください。
問   民生委員・児童委員協議会事務局（ときがわ町福祉課）

☎☎ 6565--08130813

5 月 12 日は民生委員・児童委員の日です！5 月 12 日は民生委員・児童委員の日です！
令和 8 年度の国民健康保険税率の改正について
　国民健康保険制度は、病気やけがをした時に安心して医療を受けられるよう、加入しているみなさ　国民健康保険制度は、病気やけがをした時に安心して医療を受けられるよう、加入しているみなさ
んが保険税としてお金を出し合い互いに助け合う制度です。んが保険税としてお金を出し合い互いに助け合う制度です。
　令和 8 年度の国民健康保険税率は以下のとおりです。　令和 8 年度の国民健康保険税率は以下のとおりです。
令和 8 年度からは、子どもたちの育ちを社会全体で支える仕組み「子ども・子育て支援金制度」が始まり、令和 8 年度からは、子どもたちの育ちを社会全体で支える仕組み「子ども・子育て支援金制度」が始まり、
すべての医療保険において子ども・子育て支援金を負担いただくことになります。すべての医療保険において子ども・子育て支援金を負担いただくことになります。
　みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。　みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

みんなの国民健康保険

所得割…�前年中の所得に応じて所得割率を乗じて算
出される金額

均等割…�世帯の国民健康保険加入者数に応じて算出
される金額

※�所得割額と均等割額の合計額が国民健康保険税と
して賦課されます。

●特定健診の無料化
　特定特定健診は、年に 1 回必ず受けましょう。
約 1.2 万円の検査が無料となります。令和 8 年度
の特定健診は、次のとおりです。
集団健診  5 月 28、29、31 日、６月 1、２、３日
　※お申し込みは、町民健康課まで。
個別健診  ６月１日～ 12 月 25 日
　　　　 （比企管内約 80 か所の指定医療機関）
　※受診券は、５月下旬に送付します。

●特定健診を受けて、素敵な商品を
　ゲットしよう！
　今年度も抽選会（令和 9 年２月頃）
を行います。
　当選通知を楽しみにお待ちください。　

●保養施設利用者への補助
（1 年度内に 2 泊まで）

　ときがわ町国民健康保険と契約して
いる保養施設に宿泊する場合、大人

（中学生以上）3,000 円 / 泊、子ども　
1,500 円 / 泊の助成券を利用して宿泊
ができます。

区　分 令和 8 年度

医療分
所得割 7.90％

均等割 41,900 円

後期分
所得割 2.20％

均等割 14,500 円

介護分
所得割 2.00％

均等割 15,400 円

子ども分
所得割 0.25％

均等割 1,532 円

　計
所得割 12.35％

均等割 73,332 円
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